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すくすく 子育て支援

支援センターふるいち（古市複合館）
（古市 4-2-9　☎ 072-958-3308　FAX 072-958-3350）
【広場】㈪～㈮ 10:00 ～ 11:30（祝日を除く）
【午後開放】㈬～㈮ 14:00 ～ 16:00（祝日を除く）
★保護者の方と一緒にお越しください。

みんなの広場
㈪㈬㈮

対象：就学前の子ども
20 日㈪身体測定・誕生会（第 3 ㈪）
※ 7 日㈫、28 日㈫お休み

よちよち広場
㈬

0 歳～ 1 歳半未満の子ども
15 日身体測定（毎月第 3 ㈬）　※ 1 日お休み

てくてく広場
隔週㈭

対象：平成30年4月2日～平成30年10月31日生まれ
2 日、16 日、30 日

のびのび広場
隔週㈭

対象：平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ
9 日、23 日

双子の広場 28 日㈫ おはなしの広場 27 日㈪

支援センターむかいの
●実施場所は青少年児童センター（向野 3-1-33）

（向野 523　☎ 090-8880-0058、 072-953-6361（事務所））
【広場】㈪～㈮ 10:00 ～ 11:30（祝日を除く）
★保護者の方と一緒にお越しください。
みんなの広場

㈪㈬㈭
㈭は15:00～16:15

対象：就学前の子ども
8 日㈬身体測定、23 日㈪誕生会
※ 1 日㈬お休み

四天王寺悲田院地域子育て支援センター ぼのぼ（4 月）学園前 6-1-1　☎ 072-957-7517
＜園庭開放など＞ ㈫㈮ 10:00 ～ 11:30　※ 7 日㈫リズム・21 日㈫おえかき
すこやか広場（対象：乳児から就学前まで）17 日㈮ 10:15 ～ 11:30
※場所の記載がないものは「四天王寺悲田院 研徳田ホール」で実施

NPO 法人つどいの広場 カンナ
高鷲 5-422-22  ☎・FAX 072-939-1625
＜開放時間＞㈪㈬㈮ 10:00 ～ 12:00・14:00 ～ 16:00
※㈮は午前中のみ（祝日を除く）

3 日㈮ 10:30 ～ 11:30 手作りおもちゃ作り

10 日㈮ 10:30 ～ 11:30 シャボン玉遊び

17 日㈮ 10:30 ～ 11:30 ポップコーンを作って食べよう

24 日㈮ 10:30 ～ 11:30 小麦粉ねんど遊び

子育てサポートくるみ 壺井 508-1 ☎ 072- 957-3282
＜園庭開放＞
 ㈫㈬㈭ 10:00 ～ 16:00（12:00 ～
14:00 園児昼寝）
広い遊び場で体を存分に動かせる環境が
あります。親子でお気軽にお越し下さい。
＜子育て講演会＞【講師】廣木 克行（ひろき かつゆき）
[ 日時 ] 4 月 26 日㈰ 10:00 ～ 12:00
[ 申込 ] 不要  ※保育（2 歳以上）は要予約（20 日㈪まで）
※変更の可能性もありますので事前に問合せください。

NPO 法人南河内こどもステーション（市役所南側）
☎・FAX 072-957-1114　※要事前予約
「おやおやくらぶ」10:45 ～ 11:30
3日㈮お花見、17日㈮つくってあそぼう、24日㈮おしゃべりサロン

「金剛山ハイキング」12 日㈰ 9:00 ～ 17:00、参加費：大人
800 円・3 才以上 600 円・3 才未満無料　※交通費別途

「みんなの広場」10・24 日㈮ 17:30 ～ 20:00、毎週㈯ 11:00
～ 13:00、こども食堂。年齢・世代を問わず交流！

「やってみようくらぶ」国語・さんすう科学・英語・図工、毎週
㈯ 10:00 ～ 15:00、科学であそぼう 25 日㈯ 11:00 ～ 12:00
※詳細問い合わせ

NPO 法人サポートネットワークぬくもり あいあい保育園
向野 2-8-2（埴生診療所敷地内）
☎ 072-937-0016   FAX 072-937-5716

【あいあいルーム】

14 日㈫ 10:30 ～ 11:30 えほん・あらかると
（絵本の読み聞かせ、誕生日会など。

21 日㈫ 10:30 ～ 11:30 ホップ・ステップ・リトミック
（ピアノに合わせて体を動かす）

・子育て何でも相談㈪～㈮ 10:00 ～ 16:00（電話可）
・就労相談（子育て中の再就職）第 2 ㈫ 10:00 ～ 12:00

つどいの広場事業（4 月）

スケジュールなどの詳細は、センターニュース「て
とてと」か、「はびきの子育てネット」内、子育
て支援センターのページをご覧ください。

メール配信登録
※お知らせ、抽選結果
などをメールで受取

はびきの子育てネット
※「てとてと」は、サイ
　ト内「配布物」に掲載

子育て支援センター

はびきのファミリーサポートセンター ＜協力会員募集中＞
（古市4-2-9 子育て支援センターふるいち内   ☎・FAX 072-956-4943）
あなたの時間をほんの少しだけ
子育てのお手伝いに貸していただけませんか？

白鳥児童館　翠鳥園 2-9-101　☎ 072-957-4900
【利用時間】㈪～㈯ 9:00 ～ 17:00
室内でおもちゃ遊び、広場で砂場遊びなど。午前中は小さな
お友達もゆっくり遊べます。自由にお越しください。
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施設名
（未就園児教室名）☎ 市外局番072 あそびにおいでよ！

ようちえん ＜ 4 月＞

西浦東幼稚園
（にこにこくらぶ） 957-7200 28 日㈫ 9:30～10:30

※着替え・タオル・水筒・上靴をお持ちください。
※育児相談は開園中随時受け付けています。

子
育
て
サ
ロ
ン

サロン名 場所 日時
たかきた 島泉集会所 15 日㈬ 10:00 ～11:30
ふるいち 古市複合館 7 日㈫ 10:00 ～11:30
ふるなん 古市南幼稚園 23 日㈭ 10:00 ～11:30
はびきがおか MOMO プラザ 1 日㈬ 10:00 ～11:30
にしうら 西浦公民館 21 日㈫ 10:00 ～11:30

※０歳～未就園児対象
問合せ　社会福祉協議会 ☎ 072-958-2315（誉田 4-1-1）

保
育
施
設
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育
て
支
援

施設名 ☎ 市外局番072 園庭開放（健康相談は要予約）
高鷲保育園 953-3883 ㈪～㈮ 10:00 ～ 12:00
さかとがはらこども園

（認定こども園） 956-6246 第2・第4㈯10:00～11:30
※雨天中止

明の守ようきこども園
（認定こども園） 954-9630 第 4 ㈭ 10:00 ～ 11:30

※雨天でも園内で親子教室実施

誉田保育園 958-2525 第２・第４㈯ 10:00 ～11:30
※室内（一室）同時開放

郡戸保育園 938-5280
高屋保育学園

（認定こども園） 957-1234 毎週㈫・㈭ 15:15 ～ 16:45

四天王寺悲田院保育園 957-7517 ㈫・㈮ 10:00 ～ 11:30
あおぞら保育園 950-1105
ベビーハウス社協 930-0240
向野保育園 953-2071

㈪～㈮ 10:00 ～ 11:00
（健康相談含む）

下開保育園 958-3318
軽里保育園 958-3338
島泉保育園 953-4624
はびきの保育園 958-3328

※車での来園はご遠慮ください。
※育児相談は開園中常時行っています。
　詳しくは、各園にお問い合わせください。

養育支援訪問事業（妊娠・出産・育児期に育児の不安やス
トレスなどを抱え、他からの支援が期待できない家庭を支援）

【訪問までの流れ】希望者から支援の申し出→こども課で必要
性を判断→サービスの内容・期間などの決定→訪問支援の開始 
＜こども課 ☎ 072-958-1111 内線 1221・1253 ＞
こども家庭サポーター子育て相談

【日時】4 月 9・23 日㈭ 14:30 ～ 16:30
【場所】市役所別館 2 階プレイルーム
羽曳野市こども家庭サポーターの会
 ☎ 072-957-6000（電話・来所、いずれも可）
児童虐待の疑いなど“ おかしい” と思ったら

【受付時間】㈪～㈮ 9:00～17:30（祝日・12 月 29 日～1 月 3
日を除く）＜こども課 家庭児童相談担当 ☎ 072-947-3837 ＞
児童相談所全国共通ダイヤル　☎ 189（いちはやく）
●お住まいの地域の児童相談所につながります。●一部の IP
電話からはつながりません。●連絡者の秘密は守られます。

病後児保育（0 歳～学童）
集団生活が困難な期間、看護師や保育士が一時的に保育します。
送迎応相談。詳しくはお問い合わせください。
【予約時間】㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00（電話可、当日利用可）
【利用時間】
[ 通常保育 ] 8:00（7:30）～18:00（19:00）※カッコ内は延長可能時間
[ 当日保育 ] 9:00 ～ 17:30（延長不可）
[ 土曜日保育 ] 8:00 ～ 17:00（当日利用および延長不可）

【利用負担金】1 人 1 日 1,000 円（延長 30 分 300 円）
※非課税世帯は半額（証明書必要）、生活保護世帯は無料（証
明書必要）、2 人目以降の子ども半額
NPO 法人サポートネットワークぬくもり
☎ 072-937-0016   FAX 072-937-5716

＜こども課からのお知らせ＞（市役所本館 1 階①窓口）
■問こども課  ☎ 072-947-3836（直通）ＦＡＸ 072-956-0730
■児童扶養手当額・特別児童扶養手当額が改正
　令和２年４月分から手当月額が変更となります（下記）。
児童扶養手当の３・４月分の定期払いは５月に（３月分は改
正前の額）、特別児童扶養手当の４～７月分の定期払いは８
月に、ご指定の口座へ振り込まれます。
≪児童扶養手当≫

1 人目 ［全部支給］43,160 円
［一部支給］43,150 円～ 10,180 円

2 人目 ［全部支給］10,190 円
［一部支給］10,180 円～ 5,100 円

3 人目以降［全部支給］6,110 円
［一部支給］6,100 円～ 3,060 円

≪特別児童扶養手当≫
 1 級 52,500 円  2 級 34,970 円

■子育てのための施設等利用給付の請求について
　（令和元年 10 月～令和 2 年 3 月利用分）
　認可外保育施設等の利用による子育てのための施設等利用
給付費（幼児教育無償化に係る利用料）の請求について以下
のとおり手続きください。

【支払い方法】
償還払い（保護者が施設に支払った利用料を保護者自ら市へ
請求する方法）による支払いです。

【支払いの対象施設および事業】
●幼稚園・認定こども園などの預かり保育事業
●認可外保育施設等（認可外保育施設、一時預かり事業、病
児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業）

【請求方法】
次の①～④すべての書類を４月１5 日㈬までにこども課（市
役所本館 1 階①窓口）まで提出
①請求書　　　②利用料に係る領収書
③特定こども・子育て支援提供証明書
④援助活動の報告書（ファミリー・サポート・センター事業利用者のみ）


